
地球温暖化防止及び環境保全事業 

 
１．事 業 名   

①バス車両導入助成事業 

 
２．趣旨・目的 

バス車両導入助成事業については、地球温暖化防止や環境保全対策を目

的として、バス車両導入費用の一部を助成するもの。 
中古車導入助成については、平成１７年排出基準をクリアしている中古

車両を対象とし、年式の新しい車両へ買替えを促す。また、新車導入助成

については、低燃費車両が排気ガス等を抑止していることもあり、燃費基

準達成車両の導入について助成を実施。 

 
３．実 施 内 容    
     詳細は別紙実施要領による 

 
４．対 象  

 平成３０年４月から平成３０年２月までの導入 
     中古車 

・平成１７年の排出基準をクリアしている環境対応車 
新車 
・平成２７年度燃費基準達成車 

 

５．通 知 方 法  
・会員事業者には当協会発行のお知らせ及びホームページ上で公開。 

      ・非会員事業者はホームページ上で公開 

 
６．予 算  

 ６，５００，０００円 
・中古車     500,000 円（@100,000×5 両） 
・新車    6,000,000 円（@200,000×30 両） 

※１事業者５台を上限とする。 

 
 


